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年俸制問題はどうなった？―不誠実な大学側の対応 
  

年俸制をめぐって３月 10 日に行った組合と大学との協議の場が、大学側の事実に反する発言のた

め紛糾したことは、先に発行したくみあいニュース（4 月 28 日発行・第 238 号）でお伝えしたとお

りです。その際、組合は「業績給を導入するという大枠には合意するが、制度の詳細、たとえば評価

による配分額の妥当性の再検討などは今後の協議に委ねることになっていたはずだ」と確認を求め、

大学側が「問題点を整理したい、後日協議としたい」として一旦中断したものです。 

 この経過からすれば、当然、大学側からその後の確認・検討状況等について報告があるはずですが、

ほぼ４ヶ月近く経った現在まで何の連絡もないまま、６月１日開催の部局長会議

で田中理事から、「各部局の評価プロセスの実施状況・人事評価の進捗状況、およ

び円滑に実施することを目的として、各部局長（最終評価者）へのヒアリングを

実施する」「年俸制制度の説明会のより実効的な実施についても意見をうかがう」

旨、報告があったとのことです。組合との先日の協議などまるでなかったかのよう  

で、唖然とするしかありません。 

  

年俸制業績給見直しを ～A,S評価を増やせばＣ以下増は必至 
組合は昨年、大学院手当完全廃止案を撤回させた後、2020 年３月に大学に対し評価反映額等見直

しを求める申入れを行い、大学はこれを検討すると回答しています（2 頁に掲載）。 

しかし現在、年俸制の給与反映額は以下の表のとおりとなっています。 

※山口大学 HP（教職員（学内限定）限定ページ）「人事給与マネジメント改革」内「評価結果の給与への

反映方法について『4 新年俸制の給与反映』」参照 

ここにあるように、A 評価、S評価の額が極端に高く、月給制の場合のように勤勉手当支給率変更

により本俸によって金額が変わる形ではなく、定額で設定されています。その原資は各部局に配分さ

れる業績給の総額であり、その中でのやりくりとなるわけですから、一部の人にこれだけ高い評価反

映額を配分すると、「反映額０円以下」の人が多数出ることは、容易に想定できることです。 

しかも、部局への配分は新年俸制・月給制で一括して扱われるわけですから、年俸制で極端に高い

評価反映額を出してしまうと、月給制の人たちにまで大きな影響を及ぼす可能性もあります。 

要するに、部局に配分された総枠のなかで割り振ろうとすれば、年俸制では A 評価、S評価の額が

大きすぎることが災いして、その分を捻出するために現行よりも下がってしまう人を多数出さない

と辻褄が合わなくなります。逆に、部局の判断でそうした事態を避けようとすれば、今度は、A 評価・

S 評価をほとんど出せなくなり、「モチベーション向上」を計れないという自己矛盾に陥ります。 

くみあいニュース山口大学教職員組合（2021 年６月 28 日 Monday） 
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https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_01559.html 

 

〇大学拠点接種とは 

 現在、文部科学省においては、新型コロナワクチンの接種に関する地域の負担を軽減するとともに、接種の

加速化を図るため、自治体接種に影響を与えないよう、医療従事者や会場などを自ら確保することを前提に、

大学等における学生・教職員等を対象とするワクチン接種（大学拠点接種）を進めています。 

 文部科学省としては、大学等の学生・教職員等へのワクチン接種が進み、一刻も早く、安心して大学等へ通う

ことができるようにすることが重要だと考えています。そのため、医療従事者を確保できる医療系学部を有す

る一部の大学だけでなく、その他の多くの大学等においても学生や教職員のワクチン接種が可能となるよう、

各大学と一体的に取組を進めることを目的とした「大学等ワクチン接種加速化検討チーム」を立ち上げました。 

 このチームにおいては、自大学の学生・教職員へのワクチン接種だけでなく、大学が地域における教育関係

者等へのワクチン接種の拠点となることを目指しています。具体的には、各大学においては自大学のみならず、

近隣の他大学・短大・専門学校等の学生・教職員等、近隣の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校

の教職員、また、海外への留学を検討している学生等や地域の方々など、大学が地域貢献の一環として、「大学

拠点接種」を進めていけるよう取り組んでおります。 

 

 「大学拠点接種」を実施する上で、医療系学部を置かない大学については、医療系人材を自ら確保すること

に課題があります。そのため、文部科学省としては、以下のような形で、体制構築がなされるよう、各大学等

と協力して医療系人材の確保を進める予定です。 

 

 １．医療系学部を置く他大学等との連携 

    医療系学部を置く小規模大学や看護系の専門学校と近隣の大学等が連携し、複数大学等が医療スタッ

フや接種会場を協力して確保するなどして、各大学等の学生・教職員に対してワクチン接種を実施。 

 ２．学内に所属する医師免許等を持つ教職員の活用 

    学内の医師免許や看護師資格等を保有する教職員（例えば、医師免許を持つライフサイエンス系学部

の教員や、看護師資格を持つ養護教諭養成講座の教員等）の協力を得てワクチン接種の体制を構築し、

ワクチン接種を実施。 

 ３．自大学と関係する他の医療機関等との連携 

    自大学の保健管理センター（教職員や学生に対する厚生施設）の活用や、自大学に関係する医療系人

材の協力、外部の医療機関との連携等により、ワクチン接種を実施。 

 ４．地方自治体と連携した接種 

    学生等へのワクチン接種を加速化させる意向を持っている自治体と連携し、大学等が会場を提供して

自治体から医療スタッフの派遣を受け、近隣大学等の学生を含むワクチン接種を実施。 

 ５．医療系人材バンクの活用 

    自大学に医療系の学部等を置かない大学で医療スタッフの確保が困難な場合、日本医師会の新型コロ

ナワクチン接種人材確保相談窓口を活用することにより医療人材の紹介を受け、ワクチン接種を実施。 

 

 ワクチン接種については被接種者本人の同意が必要であり、どこの会場で接種を受けるのかも含め、本人の

希望に基づくことが大前提です。そのため、周囲の圧力で接種が強制されるようなことや、接種の有無で不当

な扱いがなされることはあってはなりません。ワクチンの効果や副反応について十分に理解をした上で、適切

に接種が進むように取り組んでまいります。 

 

 加えて、ワクチンを接種した場合、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、

ワクチンを接種した方から他人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。また、ワクチン接

種が徐々に進んでいく段階では、すぐに多くの方が予防接種を受けられるわけではなく、ワクチンを接種した

方も接種していない方も、共に社会生活を営んでいくことになります。このため、引き続き、「３つの密（密集・

密接・密閉）」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などの感染予防

対策を継続していただくよう、お願いします。 

文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した

感染症対策に関する対応について ・大学拠点接種とは」 
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したがって、この表の評価反映額のままでは、大学がいうところの「メリハリのある給与体系によ

るモチベーションの向上」が実現するとはとうてい考えられず、これだけ何年もかけて議論し、組合

との協議・交渉を重ねてきたあげくに何のために導入を図るのかも、分からなくなっているというの

が大方の見方ではないでしょうか。 

  

月給制の業績給にも問題点～低すぎるＣ評価の額 
 

他方、月給制については、Ｓ評価・Ａ評価の額は年俸制ほどには多くありません。

しかし、Ｃ評価が極端に低いのはなぜでしょう。 

「（参考）給与モデル※」によると、教授では、現行 882 万円に対して B 評価で 880

万円とほぼ同じ、Ａ評価は 889 万円、S評価は 899 万円と若干高くなりますが、C 評

価の場合は 848 万円と、３０万円以上も下がってしまいます。C 評価がこれほどの引

き下げとなることについて、はたして合理的な説明ができるのでしょうか。 

しかも今後年俸制が増加していくため、配分額が今のままであれば、そのあおりで C 評価とされ

てしまう方が多く出ることが予想され、その意味からも深刻な事態を引き起こすことが危惧されま

す。 

 組合は元々、業績評価による給与決定システムを導入すべきではないと考えていますが、導入を前

提とした場合、現在の案ではなくより合理的な配分額を定めないと、「モチベーション向上」に程遠

い制度設計となり、むしろ逆効果をもたらすことも予想されます。 

 単に文科省が推進するから導入したというのではなく、真に教員の「モチベーション向上」のため

の制度だというのなら、山口大学はこうした問題点を真剣に検討すべきです。 

※山口大学 HP（教職員（学内限定）限定ページ）「人事給与マネジメント改革」内「評価結果の給与への

反映方法について『５ 月給制の給与反映』」参照 

 

すでに医学部・附属病院では先行接種を終えていますが、吉田･常盤キャンパス（一部小串）でも

新型コロナワクチン接種実施について調整が進められています。 

現在は、皆さんご承知のとおり、「職域接種」で使用される米モデルナ社製のワ

クチンの供給が追い付かず、山口大学でも予定されていた接種日程が一旦、延期

となり、その後日程確定の公式連絡はまだ届いていない状況です。 

 今回の大学での職域接種は、文科省が「大学拠点接種」（3 頁資料参照）とし

て位置づけ、各大学でその取り組みを進めるよう提言しているものです。 

これは、大学での職域接種は一般的な職域接種とは趣旨や役割が異なり、自前

の人材や資源を用いて、所属の教職員のみならず地域や他大学とも一体化して接種を進めようとし

たものです。医学部・附属病院を有する山口大学に、その機能が求められることは必然でしょう。 

 大学が、特に今回のようなコロナ禍において社会貢献的な役割を担い、その機能を発揮すること自

体は意義あることと言えますが、一方、現実問題として、自学のみならず接種の機会を多方面に提供

するとなると、その対応者への負担・リスク増は免れません。教職員に強制力をもって対応させる、

無理強いをする等のことが決してないよう他機関とも調整して体制を整え、同時に対応者への業務

外負担へも十分な配慮と相応の補償を行うことは必須といえるでしょう。 

ワクチン接種をめぐってはこの他にも、たとえば接種対象者枠の問題や、いわゆるワクチンハラス

メントと呼ばれる接種への同調圧力等、様々懸念する声があがっています。組合では、今後、これら

声や意見をまとめて大学へ要望書を提出する予定です。 

新型コロナワクチン接種 ～「大学拠点接種」への対応は？ 
 


